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第１章  総   則 

 

第１条  本特記仕様書は、「令和７年度 単委 第 4号 町道外津二号線法面土工構

造物調査設計業務委託」に適用する。 

 

第２条  本業務は、本特記仕様書による外「設計・調査・測量業務共通仕様書(佐賀

県県土整備部、農林水産部及び地域交流部)」(以下共通仕様書という)及び関連法規

等により実施する。 

 

第３条  受注者は、委託請負代金額が１００万円以上の業務について、受注時は契約

後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完了時は完

了後１０日以内に、測量調査設計業務実績情報サービス(ＴＥＣＲＩＳ)に基づき「業

務カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに

提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写

しを監督員に提出しなければならない。 

なお、登録内容の変更とは、工期・契約金額及び技術者の変更をいう。 

 

第４条  現地踏査選定から一連の測量・調査作業に当たり予期しない事態に直面した

場合は、その都度必ず報告し、以後の作業方法について協議すること。 

 

第５条  本業務の内容は、別紙設計図書のとおりとするが、この数量に変更が生じた

場合は監督員と協議し、契約変更を行うものとする。 

 

 

                               第２章  業務の内容 

 

第６条  本業務の範囲は、調査・設計業務とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                第３章  検収 

 

第７条  監督者は、受託者より提出された成果品の検収を行う。検収の結果、不良の

場合は修正して再度検収を受けなければならない。 

 

 

                         第４章  成果品の提出 

 

第８条  成果品の提出は次のとおりとする。 

 

（1） 報告書 

（2） 図面一式  

（3） 数量調書 

（4） 設計図書（見積等単価資料含む） 

（5） 測量成果簿 

（6） 電子データ 

         

          

 

 

 

 

※ 報告書は表題・年月・会社名を記入しＡ４版で製本し２部提出すること。電子デー

タで提出できるものについてはＣＤで提出するものとする。  

 

※ 伐採については、概算設計であるため実施状況に応じて変更するものとする。 


